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第１ 令和６年度制度改正について 

３年に１度の介護報酬改定が令和６年に行われ、令和６年４月及び６月に費用の額の算定に関す

る基準が改定されました。 

また、札幌市の介護保険サービス等の人員、設備、運営等に関する基準については、厚生労働省

令（基準省令）に定める基準を踏まえて条例（基準条例）で定めており、この度基準省令が改正さ

れたことに伴い、基準条例も改正を行っております。 

以下では、（介護予防）通所リハビリテーションにおける改正事項について説明いたしますので、

各基準を遵守してください。 

 

１ 運営基準（令和６年度より努力義務から義務化された規定を含む） 

(1) 身体拘束 

新しい基準 

指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）を行わないこと。 

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録すること。 

 

改正の概要 

通所系サービスについて、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付

ける。 

 

ポイント 

 緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことに

ついて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続を極めて慎重に行うこととし、その具体的

な内容について記録しておくこと。 

 原則禁止である身体的拘束等をやむを得ず行う場合は、あくまで当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に限られ、介護職員等の従業者の不足

等、介護保険施設等の側の理由で身体的拘束等を行うことは認められない。 

 条例の規定に基づき、当該記録はその完結の日から２年を経過した日まで保存しなければなら

ない。 
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(2) 通所リハビリテーション計画の作成（医療機関のリハビリテーション計画書の受取りの義務化） 

新しい基準 

医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リ

ハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画

書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。 

 

改正の概要 

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点

から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後のリハビ

リテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機

関が作成したリハビリテーション実施計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける。 

 

ポイント 

 リハビリテーション実施計画書以外の退院時の情報提供に係る文書を用いる場合においては、

当該文書にリハビリテーション実施計画書（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口

腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式２－２－１の項目である「本人・家族等の希

望」「健康状態、経過」「心身機能・構造」「活動」「リハビリテーションの短期目標」「リハビ

リテーションの長期目標」「リハビリテーションの方針」「本人・家族への生活指導の内容（自

主トレ指導含む）」「リハビリテーション実施上の留意点」「リハビリテーションの見直し・継

続理由」「リハビリテーションの終了目安」）の内容が含まれていなければならない。 

 当該医療機関からリハビリテーション実施計画書等が提供されない場合においては、当該医療

機関の名称及び提供を依頼した日付を記録に残すこと。 
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(3) 運営規程（虐待防止措置の追加）（R6.3 に経過措置が終了） 

義務化される基準 

指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(１) 事業の目的及び運営の方針 

(２) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(３) 営業日及び営業時間 

(４) 指定通所リハビリテーションの利用定員 

(５) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

(６) 通常の事業の実施地域 

(７) 指定通所リハビリテーションの利用に当たっての留意事項 

(８) 非常災害対策 

(９) 虐待の防止のための措置 

(10) その他運営に関する重要事項 

 

改正の概要 

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発

生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づ

ける。 

 

ポイント 

虐待の防止のための措置に係る規定の内容は、下記の内容であること。 

・ 虐待の防止に係る組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等） 

・ 虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等 
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(4) 勤務体制の確保（認知症介護基礎研修）（R6.3 に経過措置が終了） 

義務化される基準 

指定通所リハビリテーション事業者は、通所リハビリテーション従業者に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所リハビリテーション事

業者は、全ての通所リハビリテーション従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

改正の概要 

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観

点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介

護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を

受講させるために必要な措置を講じることを義務付ける。 

 

ポイント 

 新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さ

ない者に限る。）に対する当該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設ける

こととし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする。 

 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能

性がない者については、義務付けの対象外。一方で、これらの者の受講を妨げるものではな

いので、義務付けの趣旨を踏まえ、各事業所で積極的に判断していただきたい。 

 当該義務付けの有無については、以下のように厚労省の解釈通知・Ｑ＆Ａで示されている。 

義務付けの対象とならない者（研修受講の必要

がない者） 

義務付けの対象となる者（研修受講が必要な

者） 

 看護師、准看護師 

 介護福祉士 

 介護支援専門員 

 実務者研修修了者 

 介護職員初任者研修修了者 

 生活援助従事者研修修了者 

 介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成

研修一級課程・二級課程修了者 

 社会福祉士 

 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士 

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

 精神保健福祉士 

 管理栄養士、栄養士 

 認知症サポーター養成講座 

 ヘルパー研修３級 

 社会福祉主事 

 民間事業者が実施する認知症関連の資格 
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 柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり

師、きゅう師 

 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リ

ーダー研修、認知症介護指導者研修等の認

知症の介護等に係る研修を修了した者 

外国人介護職員 

 ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の

医療・福祉関係の有資格者 

 左欄に該当する者を除き、従業員の員数

として算定される従業者であって、直接

介護に携わる可能性がある者 
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(5) 業務継続計画の作成（R6.3 に経過措置が終了） 

義務化される基準 

指定通所リハビリテーション事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定通所リハビリテーションの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の

再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

指定通所リハビリテーション事業者は、通所リハビリテーション従業者に対し、業務継続計画

について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

指定通所リハビリテーション事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

改正の概要 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築

する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実

施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける。 

 

ポイント 

【業務継続計画の策定について】 

 業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、事業所に実施が求められるものであ

るが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

 感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研

修及び訓練の実施に当たっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。 

 感染症に係る業務継続計画 

 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保

等） 

 初動対応 

 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報

共有等） 

 災害に係る業務継続計画 

 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場

合の対策、必要品の備蓄等） 

 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

 他施設及び地域との連携 

 各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドラ

イン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照さ

れたい。 
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 想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて

設定すること。 

 感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

【研修について】 

 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

 定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施すること

が望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。 

 感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

と一体的に実施することも差し支えない。 

【訓練について】 

 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動で

きるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場

合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。 

 感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

と一体的に実施することも差し支えない。 

 災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施するこ

とも差し支えない。 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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(6) 衛生管理（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） （R6.3 に経過措置が終了） 

義務化される基準 

指定通所リハビリテーション事業者は、当該指定通所リハビリテーション事業所において感染

症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知

徹底を図ること。 

(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、

感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

改正の概要 

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員

会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等の取組を義務付ける。 

 

ポイント 

 講ずべき措置は、以下のとおり。各事項は、事業所に実施が求められるものであるが、他のサ

ービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

【感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会】 

 感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染

症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。 

 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくこと

が必要である。 

 感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期

的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要が

ある。 

【感染症の予防及びまん延の防止のための指針】 

 当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定する。 

 平常時の対策：事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、

標準的な予防策）等 

 発生時の対応：発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における

事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等 

 それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照さ

れたい。 

【感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練】 
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 研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業

所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

 定期的に（年１回以上）開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが

望ましい。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

 実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）

を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。 

 訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針

及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習な

どを実施するものとする。 

 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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(7) 掲示（R7.4 から義務付け） 

改正後の条例 

指定通所リハビリテーション事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならない。 

 

改正の概要 

運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での

「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は電磁的記録の供覧により、

書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インター

ネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウ

ェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に掲載・公表しなければならないこ

ととする。 

 

ポイント 

 指定通所リハビリテーション事業所は、原則として、重要事項を当該指定通所リハビリテー

ション事業者のウェブサイトに掲載することを規定したものである。 

 ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをい

う。 

 指定通所リハビリテーション事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うに

当たり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

 通所リハビリテーション従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等

の人数を掲示する趣旨であり、通所リハビリテーション従業者の氏名まで掲示すること

を求めるものではないこと。 

 介護サービス情報制度における報告義務の対象ではない指定通所リハビリテーション事

業所については、ウェブサイトへの掲載は義務でないが、掲載することが望ましい。な

お、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、掲示は行う必要がある。 
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(8) 虐待防止（R6.3 に経過措置が終了） 

義務化される基準 

指定通所リハビリテーション事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

改正の概要 

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発

生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを

義務付ける。 

 

ポイント 

 虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次

に掲げる事項を実施するものとする。 

 虐待の防止のための対策を検討する委員会 

 虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合

はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い

職種で構成する。 

 虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサー

ビス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

 虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。そ

の際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）

は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる

ための方法に関すること 

 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に

関すること 
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 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 虐待の防止のための指針 

 指定通所介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛

り込むこととする。 

 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

 成年後見制度の利用支援に関する事項 

 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

 その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 虐待の防止のための従業者に対する研修 

 従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的

内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定通所介護事業所に

おける指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定通所介護事業者が指針に基づい

た研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採

用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内

での研修で差し支えない。 

 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

 指定通所介護事業所における虐待を防止するための体制として、専任の担当者を置くこ

とが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が

務めることが望ましい。 

 ※ 各項目の詳細については、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準

について (老企第 25 号)」を参照すること。 
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２ 報酬改定 

(1) 高齢者虐待防止未実施減算 

新しい基準 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所

定単位数の１００分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（厚生労働大臣が定める基準） 

指定居宅サービス等基準第 119 条において準用する同基準第 37条の２に規定する基準（虐待

の防止のための措置に係る規定。下記参照）に適合していること。 
 

 

改正の概要 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅

療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するため

の措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当

者を定めること）が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。 

 

ポイント 

 下記の事項に当てはまる場合に当該減算の対象となる。 

 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない。また、その

結果について、従業者に周知徹底していない 

 高齢者虐待防止のための指針を整備していない 

 高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない 

 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない 

 上記に該当する場合には、速やかに改善計画を札幌市に提出すること。 

 その後、事実が生じた月から３月後に当該計画に基づく改善状況を札幌市に報告すること。 

 事実が生じた月の翌月から３月以降で当該計画に基づく改善が認められた月までの間、利用

者全員について所定単位数から減算すること。 
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(2) 業務継続計画未策定減算 

新しい基準 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単

位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（厚生労働大臣が定める基準） 

指定居宅サービス等基準第 119 条において準用する指定居宅サービス等基準第 30 条の２第１

項に規定する基準（業務継続計画に係る規定。下記参照）に適合していること。 
 

 

改正の概要 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築

するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか

又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 

 

ポイント 

 下記の事項に当てはまる場合に当該減算の対象となる。 

 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所リハビリテーションの

提供を継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定していない。 

 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない。 

 事実が生じた月の翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）

から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、

所定単位数から減算すること。 

 なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しない

が、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 
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(3) 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し 

新しい基準 

大規模型事業所のうち、下記の要件を全て満たす場合は、通常規模としての扱いが可能 

 指定通所リハビリテーション事業所における利用者の総数のうち、リハビリテーションマネ

ジメント加算を算定した利用者の占める割合が百分の八十以上であること。 

 当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の数が十人以下の場合は、専ら当該指定通

所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一以上

確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、専ら当該指定通所リハビリ

テーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者の数を十

で除した数以上確保されていること。 

 

改正の概要 

リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、

事業所規模別の基本報酬について、以下の見直しを行う。 

 通常規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）の３段階になっている事業所規模別の基本報酬

を、通常規模型、大規模型の２段階に変更する。 

 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評

価を行う。 

 リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の 80%を超えていること。 

 リハビリテーション専門職の配置が 10：１以上であること。 
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(4) 入浴介助加算 

新しい基準 

別に厚生労働大臣が定める基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

イ 入浴介助加算(Ⅰ)４０単位 

ロ 入浴介助加算(Ⅱ)６０単位 

（厚生労働大臣が定める基準）  

イ 入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる

入浴介助であること。 

ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 

（１） イに掲げる基準に適合すること。 

（２） 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員又は利用者の

動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、地域包括支援セン

ターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下この号におい

て「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び

浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又

はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪

問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業

所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸

与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師

等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用

者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作

及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価及び助言を行っても差し支えないものとす

る。 

（３） 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師等との連携の下で、

利用者の身体の状況、訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえて

個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビ

リテーション計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができ

る。 

（４） （３）の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境（利用者

の居宅の浴室の手すりの位置や、使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業

所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現してい

るものをいう。）で、入浴介助を行うこと。 
 

 

改正の概要 

通所リハビリテーションにおける入浴介助加算（Ⅱ）について、利用者の居宅における入浴の自

立への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、「医師等による、利用者
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宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が

訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も

算定することを可能とする。 

加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）

の算定要件に係る現行の Q＆A や留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化す

る。 

 

ポイント 

【入浴介助加算（Ⅱ）】  

 目的 

利用者が自宅で自身または家族・訪問介護員等の介助により入浴できるようにすること。 

 手順 

 評価 

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護支援専門員、福祉用具専

門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員などが利用者の居宅を訪問し、

浴室の環境と利用者の動作を評価。評価結果に基づき、入浴が可能であると判断された場

合は、情報を指定通所リハビリテーション事業所と共有します。入浴が難しいと判断され

た場合は、福祉用具の貸与・購入や住宅改修に関する助言を行う。訪問が困難な場合は、

情報通信機器を活用して評価を行う。 

 入浴計画の作成 

指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、医師と連

携して個別の入浴計画を作成する。 

 入浴介助の実施 

入浴計画に基づき、利用者の居宅に近い環境で入浴介助を行う。必要な介護技術を習得

し、利用者が自身または家族・訪問介護員等の介助により入浴できるようにする。 

 居宅への訪問の際、利用者の動作を踏まえ、利用者自身又は家族等の介助により入浴が可能と判

断した場合は、事業所にその旨情報共有する。 

 入浴介助についての必要な介護技術の習得に努め、習得に当たっては、既存の研修等を参考にす

ること。 
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(5) リハビリテーションマネジメント加算 

新しい基準 

指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職

種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネ

ジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医

師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、１月につき２７０単位を加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定せず、栄養アセスメント加算又は口腔機能向上加算（Ⅰ）若しくは口腔機能向上加

算（Ⅱ）ロを算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算（ハ）は算定しない。 

イ リハビリテーションマネジメント加算（イ） 

（１） 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日

の属する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 

５６０単位 

（２） 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理し

た場合 ２４０単位 

ロ リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 

（１） 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日

の属する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 

５９３単位 

（２） 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理し

た場合 ２７３単位 

ハ リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 

（１） 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日

の属する月から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 

７９３単位 

（２） 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理し

た場合 ４７３単位 

（厚生労働大臣が定める基準）  

イ リハビリテーションマネジメント加算（イ） 次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

（１） リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地か

ら利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内

容を記録すること。 

（２） 通所リハビリテーション計画（指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定

する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。）について、当該計画の作成に

関与した医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対し



19 
 

て説明し、利用者の同意を得ること。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が説明した場合は、説明した内容等について医師へ報告すること。 

（３） 通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属す

る月から起算して六月以内の場合にあっては一月に一回以上、六月を超えた場合にあ

っては三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応

じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。 

（４） 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者

の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提

供を行うこと。 

（５） 次のいずれかに適合すること。 

(一) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス

に該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問

し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工

夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。 

(二) 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハ

ビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活

上の留意点に関する助言を行うこと。 

（６） （１）から（５）までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。 

ロ リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

（１） イ（１）から（６）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２） 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提

出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

ハ リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

（１） ロ（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。 

（２） 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を一名以上配置し

ていること。 

（３） 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。 

（４） 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養

状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。）を実施し、当該利用者又

はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

（５） 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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（６） 利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同

して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の

把握を行っていること。 

（７） 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科

衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者（（８）において「関係職種」とい

う。）が、通所リハビリテーション計画等の内容等の情報その他リハビリテーション

の適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者の栄養状態に関する情報及び利用

者の口腔の健康状態に関する情報を相互に共有すること。 

（８） （７）で共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見

直し、当該見直しの内容を関係職種の間で共有していること。 
 

 

改正の概要 

リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点

から、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について、以下の要件

を満たす場合を評価する新たな区分を設ける。 

ア 口腔の健康状態の評価及び栄養アセスメントを行っていること。 

イ リハビリテーション計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種

の間で一体的に共有すること。その際、必要に応じて LIFE に提出した情報を活用していること 

ウ 共有した情報を踏まえ、リハビリテーション計画について必要な見直しを行い、見直しの内容に

ついて関係職種に対し共有していること。 

また、報酬体系の簡素化の観点から、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションのリハビ

リテーションマネジメント加算（B）の要件について新規区分とし、加算区分を整理する。 
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ポイント 

 リハビリテーションマネジメントに係る実務等については、別途通知（「リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）も参照。 

 本加算における、「同意を得た日」とは、通所リハビリテーションサービスの利用にあたり、

初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日をいい、計画を見直した日とは

異なる。 

 利用者の同意を得た日の属する月から起算して６月を超え、通所リハビリテーションのサー

ビスの終了後に、病院等への入院又は他の居宅サービス等の利用を経て、再度同一の指定通

所リハビリテーション事業所を再度利用した場合 

→加算イ（2）、ロ（2）、ハ（2）を算定すること。ただし、疾病が再発するなどにより入院が

必要になった状態又は医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の

変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、利用者又は家族が合意した場合には、

加算イ（1）、ロ（1）、ハ（1）を再算定できる。 

 リハビリテーション会議の構成員 

 利用者及びその家族を基本とし、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援

専門員、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護

師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合のサービス担当者及び保健師等。必要に応じて

歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士が参加。家庭内暴力や遠方に住んでいる等のやむを得な

い場合は必ずしも参加を求めるものではない。構成員が会議を欠席した場合は、速やかに内

容について情報共有を図ること。 

 リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、利用

者又はその家族が参加する場合は当該利用者等の同意を得なければならない。 

 リハビリテーションマネジメント加算（ハ）について 

 栄養アセスメントの考え方は、栄養アセスメント加算と同様。 

 口腔の健康状態の評価における考え方は、口腔機能向上加算と同様。 

 

令和６年度報酬改定 Q&A より（一部要約） 

① リハビリテーションマネジメント加算（イ）、（ロ）、（ハ）について、同一の利用者に対し、

月ごとに算定する加算を選択することは可能か。 

→可能。 

② 利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定は可能か。 

→可能。なお、利用開始時に利用者の同意を得た日の属する月から６月間を超えた後に算定

する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算イロハの（２）を算定する。 

③ 医師による説明があった場合は 270 単位が加算されるが、医師による説明があった月のみ加

算されるのか。 

→基本報酬の要件として３月に１回以上の医師の診療及びリハビリテーション計画の見直し

を求めていることから、同様に３月に１回以上医師による説明が行われていれば、毎月リハ

ビリテーションマネジメント加算に 270 単位の加算をすることができる。 
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(6) 退院時共同指導加算（令和６年度より新設） ※札幌市への届出は不要な加算 

新しい基準 

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師

又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共

同指導（病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と

の間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅

でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーシ

ョン計画に反映させることをいう。）を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテー

ションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算する。 

 

改正の概要 

退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点

から、医療機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを行う際、リハビリテーション事業

所の理学療法士等が、医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導を行ったことを評価す

る新たな加算を設ける。 

 

ポイント 

 通所リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病院又は診療所の主治の医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相

互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指

導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをい

う。 

 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、テ

レビ電話装置等の活用について当該者又はその家族の同意を得なければならない。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。 

 当該利用者が通所及び訪問リハビリテーション事業所を利用する場合において、各事業所の

医師等がそれぞれ退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業

所において当該加算を算定可能である。ただし、通所及び訪問リハビリテーション事業所が

一体的に運営されている場合においては、併算定できない。 
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(7) 通所系サービスの送迎に係る取扱いの明確化 

新しい基準 

 通所リハビリテーションにおいては基準の変更はないが、取扱いについて Q&A にて明確化さ

れた。 

 介護予防通所リハビリテーションにおいては送迎減算の設定がないが、その他の部分につい

ては同様の取扱いとする。 

 

改正の概要 

通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点

から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉

サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。 

 

ポイント 

 送迎の範囲について 

 利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とする。 

 しかし、利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上

支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と

当該場所間の送迎については、送迎減算を適用しない。 

 同乗・共同委託について 

 雇用契約を結んだ上での他事業所の利用者の同乗については、事業所間において同乗に

かかる条件（費用負担、責任の所在等）をそれぞれの合議のうえ決定している場合に

は、利用者を同乗させることは差し支えない。 

 別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間において

同乗にかかる条件（費用負担、責任の所在等）をそれぞれの合議のうえ決定している場

合には、 利用者を同乗させることは差し支えない。 

 障害福祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうこ

とのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。 
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(8) 一体的サービス提供加算（予防のみ） 

改正後の基準 

 運動器機能向上加算の基本報酬への包括化により、同加算が廃止 

 

 選択的サービス複数実施加算は廃止。これに伴い、事業所評価加算も廃止。 

 

 一体的サービス提供加算の新設 

 【新設された基準】 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法に

より、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合

に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定してい

る場合は、算定しない。 

（厚生労働大臣が定める基準） 

イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費の栄養改

善加算の基準及び口腔機能向上加算の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出

て栄養改善サービス及び口腔くう機能向上サービスを実施していること。 

ロ 利用者が指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に

対し、栄養改善サービス又は口腔くう機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日

を、一月につき二回以上設けていること。 
 

 

改正の概要 

予防通所リハビリテーションにおける身体機能評価を更に推進するとともに、報酬体系の簡素化

を行う観点から、以下の見直しを行う。 

ア 運動器機能向上加算を廃止し、基本報酬への包括化を行う。 

イ 運動器機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算のうち、複数の加算を組み合わせて

算定していることを評価する選択的サービス複数実施加算について見直しを行う。 

 

ポイント 

【運動器機能向上加算の基本報酬への包括化】 

 運動器機能向上加算がなくなるため、運動器機能向上計画としての作成は不要。 

 運動器機能向上サービスは基本報酬に包括されるため、基本的には、通所型サービス計画の

中に、運動器機能向上サービスを盛り込む必要がある。評価については、通所型サービス計

画に対する評価として行う。 

 運動器機能向上加算の算定要件だった体力測定等は必須ではなくなるが、運動器機能向上サ

ービスの提供に当たり必要であれば、事業所判断で適宜実施すること。 

 加算ではなくなることによって、要件が明示されるものではなくなるが、基本報酬に包括化

された趣旨を踏まえ、適切に対応すること。 
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【一体的サービス提供加算】 

 栄養改善加算及び口腔機能向上加算の要件を満たして札幌市へ届出を行っていることが必要 

 算定に当たっては以下に留意すること。 

 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスの取扱いに従い

適切に実施していること。 

 運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを一体

的に実施するに当たって、各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図

り、より効果的なサービスの提供方法等について検討すること。 
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(9) 利用開始月から 12月を超える場合の減算（予防のみ） 

新しい基準 

利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合であって、指定介護予防通所

リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して１２月を超えて指定介護予防通所

リハビリテーションを行うときは、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

厚生労働大臣が定める要件（令和６年度新設） 

 三月に一回以上、当該利用者に係るリハビリテーション会議を開催し、リハビリテーショ

ンに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビ

リテーション会議の内容を記録するとともに、当該利用者の状態の変化に応じ、介護予防

通所リハビリテーション計画を見直していること。 

 当該利用者ごとの介護予防通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省

に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの

適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 
 

 

改正の概要 

介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供とする観点か

ら、以下の見直しを行う。 

 利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリ

テーション会議によるリハビリテーション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーション

のデータを提出しフィードバックを受けて PDCA サイクルを推進する場合は減算を行わない

こととする。 

 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するよう LIFE へリハビリテ

ーションのデータ提出を推進するとともに、事業所評価加算の廃止を行う。 

 

ポイント 

 リハビリテーション会議の開催については、別途通知（｢指定居宅サービスに要する費用の額

の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）

及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について｣）を参照すること。 

 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。サービスの質の

向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイ

クルにより、サービスの質の管理を行うこと。 

 なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始され

たものとする。 

 

  



29 
 

第２ 運営指導と監査について 

札幌市では、札幌市介護保険施設等指導監査要綱に基づき、運営指導及び監査を行っています。 

利用者の自立支援や尊厳の保持を念頭に置き、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求

に関する事項について、その周知徹底と遵守を図ることを指導の方針としております。 

１ 運営指導 

(1) 実施対象 

 保健医療機関の実施する通所リハビリテーションについては必要に応じて実施します。 

 その他の施設（介護老人保健施設等）の実施する通所リハビリテーションについては、指

定の有効期間内に少なくとも１回実施します。 

 

(2) 事前の準備 

 実施日は、原則として１か月前までに通知します。 

 自己点検用のチェックシートを、実施日の前日までにメールにて提出してください。 

 実施日が近くなりましたら、介護保険課担当者から、確認のお電話を差し上げます。 

 通知書とともに必要書類の一覧表を同封しますので、開始時までに、必要書類を実施場所

に揃えておいてください。電子データで管理している書類は印刷する必要はありません

が、必要箇所を画面上で確認できるようにしておいてください。 

なお、必要書類は実施通知書に記載しています。 

 

(3) 当日の流れ 

 事業所の施設・設備を確認します。 

 事業所の運営状況等について、ヒアリングを行います。 

 その他の運営状況、請求状況等について、書類を確認します。 

 結果を口頭でお伝えします。 

 

(4) 結果の通知 

 運営指導から原則 30 日以内に、運営指導結果通知書を送付します。 

 運営指導結果通知書に記載された指導事項については、通知を受け取ってから 30 日以内に

改善状況を報告してください。 

 加算の算定要件を満たしていないなど、不適切な報酬請求が行われていた場合は、過誤調

整が必要となります。 

  

【確認項目について】 

最低基準等運営体制に関する事項については、厚生労働省作成の「介護保険施設等運営

指導マニュアル」別添に記載された確認項目・文書を確認します。 

確認項目以外の項目は基本的には確認を行いませんが、確認項目以外の関係法令や指定

基準についても十分に御理解いただき、これを遵守して運営を行ってください。 

なお、報酬請求に関する事項については、算定している加算に応じて、上記の確認文書

以外の書類を確認することもあります。 



30 
 

２ 監査 

(1) 実施時期 

 外部からの通報などにより、重大な基準違反、報酬の不正請求、高齢者虐待などが疑われ

ると判断した場合 

 運営指導において、上記の状況を確認した場合 

 

(2) 実施方法 

 原則として、事前の連絡は行わず、当日に監査実施通知書を交付します。 

 運営指導から監査に切り替わった場合は、必要事項を口頭で通知します。 

 関係職員へのヒアリング、書類の確認を行います。なお、ヒアリングへの回答や書類の提

出は任意です。 

 必要に応じて、複数回の監査を行う場合があります。 

 

(3) 結果の通知 

 監査から原則 30 日以内に、監査結果通知書を送付します。 

 監査結果通知書に記載された指導事項については、通知を受け取ってから 30 日以内に改善

状況を報告してください。 

 重大な基準違反等が確認された場合は、改善勧告・命令、指定の一部又は全部の停止や取

消し等を行うことがあります。 

 

３ 実際の行政処分事例 

 実際の行政処分の事例は、札幌市ホームページの「介護保険施設等に対する行政処分について」

に掲載されていますので、参考にしてください。 

 

 

【参考】 

 札幌市介護保険施設等指導監査要綱（令和５年９月６日改訂） 

 介護保険施設等運営指導マニュアル（令和４年３月） 
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第３ よくある指導事項について 

１ 内容及び手続の説明及び同意（重要事項説明書） 

指導事例 

 利用者の負担割合が、「１割又は２割」のみの記載となっている。 

 運営規程の内容と合っていない。 

 

留意すべき基準 

 重要事項説明書に記載が必要な事項 

 利用申込者に文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。 

 同意は書面によって確認することが望ましい。 

□ 運営規程の概要 □ 従業者の勤務体制 

□ 事故発生時の対応 □ 苦情処理の体制 

 

ポイント 

 運営規程に記載された従業者の勤務体制との齟齬が多い。勤務体制が変わったときは、運営

規程だけでなく、重要事項説明書の記載も確認することが重要 

 一定の収入がある利用者は３割負担となる。 
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２ 利用料等の受領 

指導事例 

 その他の日常生活費として、「入浴タオル、シャンプー代」を受領している。 

 その他の日常生活費として、「冷暖房費」を受領している。 

 その他の日常生活費として、「日用品費 利用毎に 100 円」を受領している。 

 

留意すべき基準 

 受領できるのは、利用者の自由な選択に基づいて提供する以下の費用 

※ サービスによって異なるので注意！ 

①身の回り品として日常生活に必要なものに係る費用 

②教養娯楽として日常生活に必要なものに係る費用 

 保険給付の対象となっているサービスと重複関係があってはならない。 

 あいまいな名目による費用の受領は認められない。 

 利用者に対して一律に提供する日常生活上の便宜に係る経費を、画一的に徴収することは認

められない。 

 対象となる便宜及びその額は、運営規程において定めなければならない。 

 その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定めが許容される。 

 実費相当額を超える額の受領は認められない。 

 

ポイント 

 入浴は、保険給付の対象となっているサービス（通所リハビリテーション）に含まれるもの

であり、この提供に最低限必要な物品（タオル等）は、事業所が介護報酬の中から準備すべ

きものである。 

 冷暖房は、サービス提供に当たり全ての利用者に一律に提供されるものであり、利用者の自

由な選択に基づいた便宜の提供とは言えない。 

 「日用品費」との記載では、何の費用か不明確。自由な選択に基づかず、利用毎に費用徴収

することはできない。 

⇒ 入浴タオル・シャンプー代、冷暖房費の受領は不適切！ 

 単に利用者の希望を確認すればいいというわけではなく、費用の性質で受領の可否を判断す

る。 

 おむつ代については、その他の日常生活費とは異なるため、金額を「実費」と定めることは

できない。 

【参考】 

通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成 12 年３月 30日老企第 54 号） 
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３ 平面図の変更  

指導事例 

事業所平面図の変更について、変更届が提出されていない。 

 

留意すべき基準 

指定居宅サービス事業者は、事業所の平面図及び設備の概要に変更があったときときは、札幌市

に届け出なければならない。 

 

ポイント 

 変更届出書の提出については後述を参照すること。 

 事前協議が必要であるため、変更に当たっては余裕をもって事前に介護保険課へ相談するこ

と。 
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４ 運営規程 

指導事例 

 記載内容が実態と異なっている。 

 

留意すべき基準 

 運営規程に記載が必要な事項 

 
 

□ 事業の目的及び運営の方針 □ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

□ 営業日及び営業時間 □ 利用定員 

□ サービス内容及び利用料その他の費用 □ 通常の事業の実施地域 

□ サービス利用に当たっての留意事項 □ 非常災害対策 

□ 虐待防止のための措置 □ その他運営に関する重要事項 

 

ポイント 

 従業者の員数を変更した際に、運営規程の変更が漏れていることが多い。従業員の員数につ

いては、「〇名以上」という定め方も可能 

 令和６年４月１日から、虐待防止のための措置に関する事項を運営規程において定めておく

ことが義務となった。 
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５ 勤務体制の確保等（勤務形態一覧表の作成） 

指導事例 

 医師が勤務表に記載されていない 

 理学療法士等や看護職員、介護職員において、通所リハビリテーション業務と併設する施設や

医療機関の業務に従事する時間を分けて管理していない 

適切な記載例 

 

 

 

サービス提供時間 9：30～16：30 の事業所の場合 

 
 

 

また、通所リハビリテーション事業所において次の加算を算定している事業所は特に注意し

てください。 

 

リハビリテーション提供体制加算 

 常時、事業所に配置されている理学療法士等の合計数が、事業所の利用者数が 25 又はその端

数を増すごとに 1 以上であること 

中重度者ケア体制加算 

 指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションに当

たる看護職員を１名以上配置していること 

ポイント 

 単位を分けてサービス提供をしている場合は、単位毎に勤務形態一覧表を作成すること 

 札幌市ホームページからダウンロードできる勤務形態一覧表（標準様式１）には、上記の明

確にすべき項目が網羅されている。当該様式は、厚生労働省が示した標準様式であり、人員

基準を満たしているかの確認が容易であるため、可能な限り当該様式を使用すること。 

 基準を満たしていたか確認するために、勤務予定だけでなく、実際の勤務実績を反映した勤

務形態一覧表も作成する必要がある。 

 事業所独自の様式を使用する場合ことも可能だが、記載が必要な項目に漏れがないよう、特

に留意すること。 

 

  

サービス提供時間 a…（9：30～16：30） 

午前 b…（9：30～13：00） 

通所リハビリテーションの業務 

午後 （13：00～17:00） 

併設施設の業務  

医師を勤務表に載せる 

午後の併設施設の勤務時間は含まない 
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６ 勤務体制の確保等（ハラスメント対策） 

指導事例 

 ハラスメント防止についての方針を定めていない。 

 セクシャルハラスメント又はパワーハラスメントのどちらか一方のみの方針となっている。 

 ハラスメントの相談窓口を定めていない。 

 方針や相談窓口を従業者に周知していない。 

 

留意すべき基準 

 事業者は、ハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

 講ずべき措置の具体的内容は、厚生労働省が指針を定めているが、特に留意する点は、 

① ハラスメント防止のための方針を明確化し、従業者に周知・啓発する。 

② 相談窓口をあらかじめ定め、従業者に周知する。 

 

ポイント 

 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」及び「労働施策の

総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、事

業主には、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用

管理上の措置を講じることが義務付けられている。 

 セクシャルハラスメントについては、利用者やその家族等から受けるものも含まれる。 

 上記の他に講じることが望ましい取組は、 

① 相談体制の整備 

② 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応等） 

③ 被害防止のための取組（マニュアル作成、研修の実施等） 

 

【参考】 

 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等について

の指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号） 

 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず

べき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号） 
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７ 定員の遵守 

指導事例 

 定員を超過している日がある。 

 同一単位の中で利用者を入れ替えており、利用者の数（実人員）が定員を超過している。 

事例 １単位 定員 10名の場合 

9:00 

 

13:00 

 

16:00 

 

留意すべき基準 

 「利用定員」とは、あらかじめ定めた利用者の数（実人員）の上限 

 「単位」とは、同時に、一体的に提供される通所リハビリテーション 

 １か月間の利用者の数（同時にサービスの提供を受けた者の最大数）の平均が事業所の定員

（同時にサービスの提供を受けることができる利用者の数の上限）を超えた場合は、減算と

なる。 

 

ポイント 

 減算の要否は、同時にサービスの提供を受けた者の数で判断する。 

 １か月平均で定員を超えていなければ減算とはならないが、１日でも定員超過があれば運営

基準違反となる。 

 事業所の定員を超えていなければ減算とはならないが、単位ごとの定員も遵守する必要があ

る。 

 体験利用者など、保険外サービスの利用者に対しても一体的にサービスを提供する場合は、

通所リハビリテーションの利用者と保険外サービスの利用者の合計数が利用定員を超えない

ように留意すること。 

 午前と午後で別の利用者に対してサービスを提供する場合は、２単位として取り扱う。 

 

【参考】 

 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて（平成

30 年９月 28 日老老発 0928 第１号） 

  

５

名 

５名 

５名 

同時利用は 10 名だが、実人員は 15 名になる 

⇒定員超過（減算にはならない） 
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８ 非常災害対策 

指導事例 

 非常災害対策計画（マニュアル）を作成していない。 

 必要な回数の避難訓練を実施していない。 

 浸水想定区域であるが、それを想定した避難訓練を実施していない。 

 

留意すべき基準 

 非常災害（火災、風水害、地震等）に対処するための計画を定めなければならない。 

 定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

 防火管理者を置くこととされている事業所については、火災を想定した避難訓練を年２回以

上、地震を想定した避難訓練を年１回以上実施する必要がある。 

 事業所の立地場所が下記のいずれかに該当している場合は、上記計画・訓練に、これらの被

災を想定した対応等も加えるとともに、避難確保計画を策定する必要がある。 

・ 浸水想定区域 

・ 土砂災害警戒区域 

・ 山地災害危険地区 

 浸水想定区域等に該当する事業所については、これらを想定した避難訓練を年１回以上実施

する必要がある。 

 

ポイント 

 計画・訓練等については、消防法、水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律等の関係法令に基づいて対応すること。 

 事業所の立地場所については、災害危険箇所図（ハザードマップ）等で想定される災害を確

認すること。 

 避難確保計画については、札幌市ホームページ「洪水時における地下施設・要配慮者利用施

設への対策について」を参照 
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９ 秘密保持等（利用者及び家族の個人情報利用の同意） 

指導事例 

 個人情報利用について、利用者本人からは同意を得ているが、利用者家族からの同意を得てい

ない。 

 誰の個人情報を利用するか不明確な記載になっている。 

 「代理人」欄が設けられているが、「利用者家族」欄が設けられていない。 

不適切な記載例 

 
 

 

留意すべき基準 

 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の、利用者家族の

個人情報を用いる場合は利用者家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければなら

ない。 

 

ポイント 

 代理人は「利用者の代理人」であり、その同意は「利用者」としての同意となるので、「利用

者の家族」としての同意とは異なる。代理人欄と家族同意欄を区別し、家族同意欄に署名等

を得ることが必要 

 家族全員から同意を得ることが難しい場合は、家族代表として１名から同意をもらうこと

で、家族全員から同意を得たものと取り扱って差し支えない。 

適切な記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

個人情報利用同意書 

 

私の個人情報について… 

 

上記の内容について同意します。 

令和○年○月○日  

利用者           

代理人           

 

問題点① 

個人情報を利用する対象に家族が

入っているか不明確 

問題点② 

家族の同意欄がない 

個人情報利用同意書 

 

私（利用者及びその家族）の個人情報について… 

 

上記の内容について同意します。 

令和○年○月○日  

利用者           

代理人           

家族（続柄 ）       

家族の個人情報の利用についての

同意を含むことを明確にした。 

家族自身の同意欄を設けた。 
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第４ 人員、設備及び運営に関する基準に係る留意事項について 

１ 職員の配置 

配置基準 

 理学療法士等（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）、看護職員（准看護師）、介護職員 

1. 単位毎にサービス提供時間を通じて利用者が 10人以下の場合 

⇒専従 1 人以上 

2. 単位毎にサービス提供時間を通じて利用者が 10人を超える場合 

⇒利用者数を 10 で除した数以上（専従） 

3. 上記のうち理学療法士等については、リハビリテーションを提供する時間帯に、利用者

100 人又はその端数を増す毎に 1 以上が必要（診療所の場合は、理学療法士等又は経験看

護師が常勤換算方法で 0.1 以上） 

 その他、専任の常勤医師が１名以上 

 

留意すべき基準 

 医師の勤務時間が、各法人や事業所で定めている就業規則等の常勤時間に達していなけれ

ば、人員欠如のため基準違反となります。 

 リハビリテーションを提供する時間帯に、理学療法士等が配置されていなければ、人員欠如

のため基準違反となります。 

 

ポイント 

 医師の勤務日数や時間が不足し、常勤要件を欠いていないか  

 理学療法士等が必要数配置されているか 

 利用者数に対して配置している職員が不足していないか 
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２ 通所リハビリテーション計画の作成 

留意すべき基準 

 利用者の心身の状況等を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための

具体的なサービス内容等を記載しなければならない。 

 居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

 内容について利用者又はその家族に説明し、同意を得た上で、計画を交付しなければならな

い。 

 サービスの実施状況及びその評価を記録する。 

 

ポイント 

 利用者等への説明・同意については、必ずしも利用者等本人の署名を得る必要はないが、説

明者・説明日・同意日が分かるように記載しておくこと。 

 利用者家族等が、利用者名を代筆する場合、「代筆者 〇〇 〇〇」などと記載し、代筆であ

ることを明確にすること。また、代筆が必要な理由が分かるようにしておくこと。 

 目標達成状況を踏まえた上で、新たな計画を作成すること。長期間にわたり同じ目標が継続

されている事例が見受けられるが、機械的に同じ目標を継続することは不適切なので留意す

ること。 

 リハビリテーション計画書は、厚生労働省が様式を示しているので、これを参考に作成する

こと。 

 

３ 記録の整備 

留意すべき基準 

 

 上記のほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない（保存

年限の定めなし）。 

作成が必要な記録 保存年限 

通所リハビリテーション計画 当該記録に係る介護給付があっ

た日から５年 提供した具体的なサービス内容等の記録 

従業者の勤務の体制及び実績に関する記録 

身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

その完結の日から２年 

市町村への通知に係る記録 

苦情の内容等の記録 

事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録 

 

ポイント 

 札幌市は、厚生労働省の基準省令とは異なる定めをしている。 

 令和２年４月１日より、「完結の日」について、「従来の利用者のサービスが終了した日（契

約の終了日）」から、「当該記録の作成目的が果たされた日」に解釈を変更した。 

 苦情対応記録や事故報告書等の記録における「完結の日」とは、「当該記録に係る対応が終了

した日」となる。→契約終了前であっても、保存年限を経過した記録を廃棄することが可能 
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 基準より長い保存年限を定めても差し支えない。 

第５ その他よくある質問について 

１ 運営に関する基準 

厚労省ＱＡより 

Ｑ１ 複数の通所リハビリテーション事業所を利用することは可能であるか 

⇒通所リハビリテーションについては、原則として１つの事業所でリハビリテーションを

提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。 

 

Q２ 介護予防通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションを同時に利用すること

は可能か。 

⇒地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計

画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所リハビリテーションと介護予防通所

リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されるこ

とは想定していない。 

 

Q３ 理学療法士等の配置基準について、利用者数が 100 を下回る場合、１未満でもよいか 

⇒利用者の数が、提供時間帯において 100 を下回る場合であっても１以上を置かなければ

ならない。 

 

ポイント 

 要介護の利用者は複数事業所の利用が可能。 

 要支援の利用者は原則として１つの通所サービスの利用しかできない。 

 理学療法士等（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）はサービス提供する際は必ず１名

以上必要（看護職員、介護職員のみでは不可） 

 

 

２ 医療保険と介護保険の併給について 

留意すべき基準 

 要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患について、医

療保険における疾患別リハビリテーションを行った後、介護保険におけるリハビリテーショ

ンの利用日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、

急性憎悪等により医療保険における疾患リハビリテーション料を算定する患者に該当するこ

ととなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。 

 

ポイント 

 医療保険のリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションについて、同一疾患につい

ては介護保険が優先される。 

 ただし、医療保険のリハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険のリハビリ

テーションを提供することになった場合は、利用開始日を含む月の翌々月まで併用可能。 

 

【参考】 
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 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事

項等について（平成 18年４月 28 日老老発第 0428001 号・保医発第 0428001 号） 
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第６ 報酬請求に係る留意事項について 

１ サービスの所要時間による区分 

留意すべき基準 

 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に

位置付けられた内容の通所リハビリテーションを行うための標準的な時間による。 

 当日の利用者の心身の状況から、実際の通所リハビリテーションの提供が通所リハビリテー

ション計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には、通所リハビリテーション計

画上の単位数を算定して差し支えない。ただし、利用者負担軽減の観点から、通所リハビリ

テーション計画を変更した上で、短縮後の単位数を算定してもよい。 

 通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所リハビリテ

ーション計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。 

 

ポイント 

事例 ７時間以上８時間未満の通所リハビリテーション計画を作成していた場合 

 おおむね通所リハビリテーション計画に位置付けたサービスを提供した場合 

（例１：利用者が体調を崩し、やむを得ず６時間 30 分で終了した。） 

（例２：渋滞で送迎車の到着が遅れ、実際の提供時間が６時間 50分となったが、予定し

ていたサービスは全て実施した。） 

⇒ 計画上の時間数（７時間以上８時間未満）で算定可能 

 サービス提供時間が大きく短縮した場合 

（例３：医療機関の受診等の利用者の都合により、５時間程度のサービスを行った。） 

  ⇒ 通所リハビリテーション計画を変更し、実際に提供した時間数の区分で算定する。 
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２ サービス提供体制強化加算 

留意すべき基準 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

次のいずれかに適合すること。 

 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 70以上であること。 

 介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士の占める割合が 100 分の 25以上で

あること。 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 50以上であること。 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 

次のいずれかに適合すること。 

 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分の 40以上であること。 

 通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の介

護福祉士の占める割合が 100 分の 30 以上であること。（利用者に直接提供する職員：理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員） 

※ いずれも、定員超過利用・人員基準欠如減算に該当する場合は算定できない。 

 

ポイント 

 職員の割合の算出は、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いる。 

 ※ 職員の人数で算出するものではないので留意 

 前年度実績が６か月に満たない事業所については、届出日の属する月の前３か月の平均を用

いる。 

 前年度実績なら毎年度末に、前３か月実績であれば毎月確認し、所定の比率を満たさなくな

ったら直ちに取下げの届出が必要 

 事業所ごとの実績対象期間に合わせて、必ず利用者比率について確認し、加算の算定が継続

可能かどうかの確認を行うこと（算定要件を満たしており、引き続き加算算定が可能な場合

については、体制届の提出は不要）。 
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３ 月額包括報酬の算定について（介護予防通所リハビリテーションのみ） 

留意すべき基準 

月額報酬対象サービスとして介護予防通所リハビリテーションが含まれる。 

対象の事由に該当する場合は日割りで算定し、該当しない場合は月額包括報酬で算定する。具

体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗じて算定す

る。なお、実際に利用した日数は考慮しない。 

 

事例 

月の途中で要支援から要介護に変更となった場合 

 月初から起算日（契約解除日）までの期間がサービス算定対象期間となり、その日数に応じ

た日割り算定となる。 

月の途中で要支援Ⅰから要支援Ⅱとなった場合 

 区分変更日から月末までの期間がサービス算定対象期間となり、その日数に応じた日割り算

定となる。 

日割り計算用サービスコードがない加算及び減算について 

 日割りは行わない。 

 月の途中で、事業所の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定が可能。 

 月の途中で要介護度（要支援含む）に変更がある場合は、月末における要介護度（要支援含

む）に応じた報酬を算定する。 

 月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合は、生保併用にて月額包括報酬の算定

が可能。 

 

【参考】 

 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用（令和３年３月 31日 老健局介護保険計画課認知症施

策・地域介護推進課 老人保健課 事務連絡Ⅰ-資料９） 
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４ 事務処理手順及び様式例に関する通知 

 令和６年度改正に伴い、加算の算定要件に関わる下記の通知が改正された。 

 関係する加算を算定する場合は下記の通知の内容も確認の上算定し、通知の内容のとおり運営す

ること。 

 

(1) 科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について（令和６年３月 15日介護保険最新情報 Vol.1216） 

 関係する加算 

 科学的介護推進体制加算 

 リハビリテーションマネジメント加算（ロ）・（ハ） 

 介護予防通所リハビリテーションの 12月減算 

 栄養アセスメント加算 

 口腔機能向上加算（Ⅱ）イ・（Ⅱ）ロ 

 内容 

 LIFE への情報提出頻度に関すること 

 LIFE への提出情報に関すること 

 

(2) リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について（令和６年３

月 15日介護保険最新情報 Vol.1217） 

 関係する加算 

 リハビリテーションマネジメント加算 

 栄養アセスメント加算・栄養改善加算（栄養・ケアマネジメント） 

 口腔・栄養スクリーニング加算 

 口腔機能向上加算 

 移行支援加算 

 内容 

 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組について 

 各加算の事務処理手順例 

 各加算の様式例の提示 
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第７ 介護職員等処遇改善加算について 

 

介護職員の処遇改善にかかる旧加算（介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介

護職員等ベースアップ加算）については、令和６年６月から新加算「介護職員等処遇改善加算」に

一本化され、加算区分、要件等が変更された。 

新加算としては、加算区分Ⅰ～Ⅳがあるほか、令和６年度においては、令和６年５月 31日時点で

旧加算の全部又は一部を算定している場合、旧加算の算定状況に応じた経過措置区分として、令和

６年度末までの間、新加算Ⅴ⑴～⒁を算定することが可能である。 

 

１ 賃金改善の考え方について 

(1) 介護職員等処遇改善加算は、介護職員その他の職員の賃金改善に充てる加算であり、令和５年

度と比較して増加した加算額（令和７年度への繰越分を除く）は、ベースアップ（基本給又は

決まって毎月支払われる手当）により賃金改善を行うことを基本とする。 

(2) ベースアップのみにより賃金改善を行えない場合（介護報酬改定を踏まえ賃金体系等を整備途

上である場合等）は必要に応じてその他の手当、一時金等を組み合わせて賃金改善を実施して

も差し支えない。 

(3) 職種間の賃金配分については、特に経験・技能のある介護職員（介護福祉士の資格を有する勤

続年数 10年以上の介護職員）を基本としつつ、介護サービス事業者の判断により、介護職員以

外への配分も含め、柔軟な配分を認める。 

(4) 令和５年度と比較し、令和６年度に増加した加算額の一部を令和７年度の賃金改善の原資とし

て繰り越すことも認める（令和６年度に、仮に令和５年度末時点で算定していた旧３加算を継

続して算定する場合の加算見込額と令和６年度の新加算の加算額を比較して増加した額を上限

とする）。 
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２ 新加算の要件について 

  加算の区分ごとに、１の賃金改善の実施に加え、以下の要件①～⑧を満たす必要がある（新加

算Ⅴについては、令和６年５月３１日時点で旧加算を算定していた場合、令和６年度中に限り該

当する加算区分を算定可能となる）。 

 

 
 

※②月額賃金改善要件Ⅱは、新加算Ⅰ～Ⅳの算定以前に旧ベースアップ等加算又は新加算Ⅴ⑵、

⑷、⑺、⑼、⒀を算定していた事業所については適用しない。 

 ※①～⑧の詳細な要件については、厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基 本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について」〔令和６年３月 15 日老発 0315 第２号〕の

「３新加算等の要件 ⑴介護職員等処遇改善加算（新加算）の要件」を確認すること。 
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【注意点】 

 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されるため、算定要件

を確認したうえで請求すること。 

 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加算

の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、新加算の算定に必要な加

算について、以下の表を確認すること。 

 
 

３ 新加算等の算定要件の周知・確認等について 

新加算を取得するに当たり、旧加算と同様に、事業所は以下の取組を行うこと。 

(1) 賃金改善を行う方法等について、『介護職員処遇改善計画書』を用いて職員に周知する 

(2) 就業規則等の内容について職員に周知する 

(3) 介護職員から加算に関係する賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金

改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する 

 

４ 加算算定に係る手続きについて 

(1) 新規で新加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」の提出

すること。 

(2) 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限（居宅サ

ービス：加算を取得したい月の前月の 15 日まで、施設サービス：加算を取得したい月の当月

１日まで）に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別な事情に係る届出

書」の提出が必要すること。 

(3) 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出が必要

となる。加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返

還となる可能性があるため、留意すること。 

 

※ 参考通知 
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・「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示につい

て」〔令和６年３月 15 日老発 0315 第２号〕 

・「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第１版）の送付について」 

〔令和６年３月 26日〕 

・「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第２版）の送付について」 

〔令和６年７月９日〕 

・「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第２版）（令和６年７月９日）」の正誤につ

いて〔令和６年９月２日〕 
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第８ 各種届出・報告について 

１ スマート申請について 

 当課への加算の届出、事故報告及び問合せについては、適切に申請内容を管理するため、本年度

より、スマート申請を活用している。 

 下記の届出等については、スマート申請にて行うこと。 

スマート申請サイトは届出等の種類ごとに異なるため、それぞれ該当するページより申請するこ

と。 

なお、申請に必要な Graffer アカウントの作成方法や、具体的な申請方法は下記 URL より確認す

ること。 

 加算の届出

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/2024_housyukaitei/taiseitodoke_smart.html 

 事故報告 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/jiko_smart.html  

 問合せ「介護事業所のみなさまへ」

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k200index.html  

※ホームページ下部の、「お問い合わせフォーム」のボタンは使用しないでください。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

使わない！ 
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２ 届出事項の変更、加算、廃止、休止等の届出 

事業者は、事業所の名称や所在地などの届出事項に変更があったとき、加算や減算などの介護給

付費算定に係る体制に変更があったとき、事業を廃止又は休止しようとするときは、届出を行うこ

とが介護保険法により義務付けられている。 

届出の方法や期限については以下の表のとおりであるため、あらかじめ確認しておき、届出が必

要な事項が発生した場合には、速やかに届出を行うこと。 

届出の様式については、札幌市ホームページ「介護事業所のみなさまへ」

（https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k200index.html ）にある「各種届出」から、

ダウンロードすること。 
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⑴ 届出事項の変更 

新規指定時や指定更新時に提出した資料に変更があった場合は届出が必要。 

詳しい項目は変更届出書一覧を確認すること。 

※ 地域密着型通所介護は地域密着型サービスのページを参照 

 

 

提出が必要な書類 1. 変更届出書（別紙様式第一号（五）） 

2. 添付書類 

※ 変更する項目ごとに添付書類が異なるため、変更届出書一

覧を確認すること。 
提出方法 郵送 

提出期限 変更があった日から 10日以内 

事前協議が必要な事項 1. 事業所所在地 

2. 平面図 

3. 運営規程のうち、下記の事項 

 営業日 

 営業時間 

 サービス提供日 

 サービス提供時間 

 通常の事業の実施地域 

 利用定員 

 利用料金 

事前協議の方法 スマート申請（お問い合わせ用）より、変更届出書及びその添

付資料を提出すること。 

※ スマート申請（お問い合わせ用）については、下記介護保険

課からのお願いを参照 
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⑵ 加算・減算の届出 

新規指定時や指定更新時に届け出た加算・減算に関する状況から変更があった場合には届出が

必要。 

詳しい項目は「届出が必要な加算等と添付書類一覧表」を確認すること。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

提出が必要な書類 １ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２） 

２ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

※ 別紙 1-1-2、別紙 1-2-2（予防） 

３ 添付書類 

※ 変更する項目ごとに添付書類が異なるため、「届出が必要な加算

等と添付書類一覧表」を確認すること。 

提出方法 スマート申請 

提出期限  加算の算定の届出 

1. 毎月 15 日以前に届出 → 翌月から算定可能 

2. 毎月 16 日以後に届出 → 翌々月から算定可能 

 

 加算の取下げの届出 

要件を満たさなくなることが明らかになった時点で速やかに 

※ 要件を満たさなくなった日から加算の算定を行わないこと。 

 

 介護職員等処遇改善加算を新たに算定する場合の届出 

毎月月末までに届け出 → 翌々月から算定可能  

注意事項  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の記載内容は、同じ

エクセルファイル内にある記載例シートを確認すること。 

 

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

1. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の入力項目は、変更

する加算だけでなく、届け出るサービスに関する項目すべて

に入力すること。 

2. 入力する際には、変更がない項目についても、既に届け出て

いる内容と間違いがないか確認すること。 

 

⑶ 廃止、休止、再開の届出 

提出が必要な書類  廃止・休止 

廃止・休止届（別紙様式第一号（七）） 

 再開 

再開届（別紙様式第一号（六）） 

提出方法 郵送 

提出期限  廃止・休止 

廃止・休止日の１か月前 

 再開 

再開した日から 10日以内 

注意事項 廃止・休止・再開のいずれについても、必ず事前に介護保険課へ相談す

ること 
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３ 事故報告書 

サービスの提供により事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際して講じた措置につい

て記録しなければならない。 

さらに、以下に該当する事故については、札幌市への報告が必要である。 

報告が必要な事故 
 利用者処遇に関するもの 

 死亡事故（病気によるものを除く。） 

 虐待 

 失踪・行方不明（現在も捜索中のもの） 

 骨折・打撲・裂傷等（医療機関（施設の勤務医、配置医を含む）に受診したもの） 

 誤飲・異食・誤嚥、誤薬 

 医療処置関連（チューブ抜去等） 

 不法行為 

 無断外出（見つかった場合） 

 その他（送迎中の事故等） 

 施設・事業所及び役職員に関するもの 

 不適切な会計処理 

 不法行為等 

 その他 

 事件報道が行われた場合 

 その他必要と認められる場合 

 
提出方法 スマート申請 

※ 報告した事故報告書の様式は各自ダウンロードすることが可能。ダウ

ンロード用のＵＲＬは、申請から２日程度でメールにて送付される。 

提出期限 発生後５日以内が目安 

注意事項  誤薬、送迎中の事故等の報告漏れが散見されるため、注意すること。 

 「第１報告（初めて報告する場合で追加報告の予定がある場合）」と

して報告した場合には、忘れずに最終報告を行うこと。 

【参考】 

 札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱（平成 24年４月１日保健福祉局長決

裁） 

 

４ メールアドレスの変更 

介護事業所・施設向けに介護保険に関する通知や依頼事項等、本市からのお知らせは原則、電子

メールで行っている。 

新規開設した場合又は既に登録している電子メールアドレスに変更がある場合は、手続が必要 
提出方法 スマート申請 

提出期限 アドレス変更後、速やかに 

注意事項  登録可能なアドレスは、１事業所（施設）につき１アドレス 

 １回の申請で最大５事業所（施設）の登録が可能。 

 既に登録がある場合は申請内容で上書きされる。 
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関係法令・通知 

 札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（平成 25年条例第８号） 

 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成 11 年９月 17 日

付け老企第 25号） 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第 19号） 

 厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95号） 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月１日付け老企第 36号） 


